
(宛 先 )

T100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬 生活衛生局
食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内 線4289)
03(3595)2423(18時 以降)

03-3595-2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割 当て)額等回答表

令和 0年 子 月3∂ 日

令和3年5月 18日 (火)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会晨薬動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金 契約金等の受取 (割 当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中の2,4-Dの残留基準の設定について

②食品中のシアゾファミドの残留基準の設定について

③食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

④食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

⑤食品中のベンゾビンジフルピルの残留基準の設定について

⑥食品中のホスチアゼートの残留基準の設定について

⑦食品中のメタフルミツンの残留基準の設定について



①食品中の2,4-Dの 残留基準の設定について

企菜名 (甲 請企莱等):  ニューフアム株式会社
● 寄付金 契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

ピ無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万 円超

□ 令和元年度
□ 令和2年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無 :

該当の有無 :
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無
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□ 令和元年度

□ 令和2年度 □ 50万円超～500万円以下

□

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

②食品中のシアゾファミドの残留基準の設定について

鋪姿権築詭爵仄遡聾止―――――T繭縣而¬~♂ 無し● 寄付金 契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 令和元年度

□ 令和2年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項
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齢/無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下
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し
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該当の有無

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

苛 lJ立 大 綱 笠 寺 υツ史 取 剖ヽ ヨ く

'鶴受取有りの場合 最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式



受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

③食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

ゴ  無し

□ 50万円超～500万円以下

500万円超

当該年度における受取額

□ 50万円以下

:□  有り

● 審議の公平さこ疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

④食品中のスピネ|ラムの残留基準の設定について

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

⑤食品中のベンゾビンジフルピルの残留基準の設定について

該当の有無 :□  有り

一 該当の有無 |□  有り

J無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万 円超

し

し

無

無

し
ご

し

し

無

無

′
】
旺
）
″
Ｍ
一　
． ‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
―
―
コ

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

奇 lJ笠 夭 利 笠 寺 υ

'蒙
取 割ヽ ヨ C'額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

● 寄付金 契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 令和元年度
□ 令和2年度
□

→ 受取の有無 :□ ♂無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

500万円超

●

●

Ｆ
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Ｌ

審議の公平さこ疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無

し

し

無

無
レ

‐

有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ 令和元年度

□ 令和2年度



⑥食品中のホスチアゼートの残留基準の設定について

ピ 無し● 寄付金 契約金等の受取(害1当 て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑦食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

円超

ピ 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超
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□ 令和元年度

□ 令和2年度

審議の公平さこ疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

奇 11笠 夭 利 笠 寺 υり買 駆 い

'ヨ
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受取有りの場合 最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式



（ 宛　先 ）

〒100－8916 東京都千代田区霞が関１－２－２
電話　 03（5253）1111　（内線4289）

03（3595）2423　（18時以降）
FAX 03－3595－2432　（残留農薬等基準審査室ＦＡＸ）

令和　　　年　　　月　　　日

令和3年5月18日(火) 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬･動物用医薬品部会

現　職

氏　名

③食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

厚生労働省　医薬・生活衛生局
　食品基準審査課　残留農薬等基準審査室　宛

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答表

　以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回
答する。

①食品中の2,4-Dの残留基準の設定について

②食品中のシアゾファミドの残留基準の設定について

④食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

⑤食品中のベンゾビンジフルピルの残留基準の設定について

⑥食品中のホスチアゼートの残留基準の設定について

⑦食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について

3 4 3 0

東京農業大学 農芸化学科 准教授

須恵 雅之



企業名（申請企業等）： ニューファム株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 石原産業株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 石原産業株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

①食品中の2,4-Dの残留基準の設定について

②食品中のシアゾファミドの残留基準の設定について
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企業名（申請企業等）： ＢＡＳＦジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 住友化学株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

③食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

④食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

⑤食品中のベンゾビンジフルピルの残留基準の設定について
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企業名（申請企業等）： 石原産業株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 日本農薬株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑦食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について

⑥食品中のホスチアゼートの残留基準の設定について

r

ここ



















（宛　先）

〒100－8916

電話

FAX

食品表芸賢遊覧岩砦誌室掛御、車
東京都千代田区霞が関1－2－2

03（5253）1111（内線4289）

03（3595）2423（18時以降）
03－3595－2432（残留農薬等基準審査室FAX）

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答表 

令和J年g月′／日

令和3年5月18日（火）薬事・食品衛生幸議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中の2，4－Dの残留基準の設定について

②食品中のシアソファミドの残留基準の設定について

③食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

④食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

（9食品中のベンゾビンジフルピルの残留基準の設定について

⑥食品中のホスチアゼートの残留基準の設定について

⑦食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について



①食品中の2，4－Dの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　ニューファム株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

D　令和元年度

□　令和2年度

口　令和3年度

→受取の有軒□有り　√無し

当該年度における受取額
□　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 

口　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

企業名（申請企業等）

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

→受戒ゐ有無：□有り　〆無し

当該年度における受取額

●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

□　令和2年度

□　令和3年度

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 

□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

ロ　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　D　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

②食品中のシアソファミドの残留基準の設定について

企美名（申請企業等）：　石原産羞株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

D　令和2年度

口　令和3年度

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無‥□有り　才無心

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 

ロ　寄附金（奨学寄付金含む） �8ﾘ��ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 佰ｸ��9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

ロ　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

L
 
L

無
無

√

〆

﹈

﹈



（診食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

企業名（申請企薫等）：　BASFジャパン株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

□　令和2年度

□　令和3年度

→受取の有無□有り　〆無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 

□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 佰ｸ��9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

④食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　住友化学株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

□　令和2年度

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

→受取の棚‥□有り　√軋

当該年度における受取額

ロ　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

500万円超□　令和3年度 ��」　U　bUUプラ 

【受取額の内訳】 �� 

ロ　寄附金（奨学寄付金含む） �8ﾘ��ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

口　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑤食品中のベンゾビンジフルピルの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　シンジェンタジャパン株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

□　令和2年度

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無‥□有り　〆無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

500万円超□　令和3年度 ��」　U　bUUプラ 

【受取額の内訳】 �� 

□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

D　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：□　有り

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　　→　該当の有無：ロ　有り

特記事項

L
 
L

無
無

／

オ

オ

﹈

L
 
L
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⑥食品中のホスチアゼートの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　石原産羞株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

口　令和2年度

□　令和3年度

→受取の有無□有り　訂無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 
□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

ロ　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑦食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について

企業名（申請企糞等）：　日太農薬株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

□　令和2年度

□　令和3年度

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：ロ　有り

→　受取の有無：□　有り　匝／無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 
ロ　寄附金（奨学寄付金含む） 佰ｸ��ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

ロ　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：ロ　有り

﹈

L
 
L
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( 宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

〒1 0 0  —  8 9 1 6

電話

F A X

東京都千代田区霞が関1 - 2 - 2
0 3 ( 5 2 5 3 ) 1 1 1 1 ( 内線4 2 8 9 )
0 3 ( 3 5 9 5 ) 2 4 2 3  ( 1 8 時以降）
0 3 - 3 5 9 5 - 2 4 3 2  ( 残留農薬等基準審査室F A X )

寄付金・契約金等受取( 割当て) 額等回答表

令和3 年玄月ム日
令和3 年5 月1 8 日( 火）薬事- 食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中の2 , 4 - D の残留基準の設定について

  ② 食品中のシアゾフアミドの残留基準の設定について

  ③ 食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

④食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

  ⑤ 食品中のベンゾビンジフルピルの残留基準の設定について

  ⑥ 食品中のホスチアゼートの残留基準の設定について

⑦食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について

  現職一国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長

   氏名一 i  了



①食品中の2 , 4 - D の残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：ニューファム株式会社
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

一受取の有無：口有り H f  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口 寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

      口 その他（ ）  
  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り S f  無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 ―該当の有無：口有り E I 無し

  「特記事項 _

企業名（申請企業等）：石原産業株式会社
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

  ―受取の有無：口有り 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り 函無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り ぼ無し

  「特記事項 1

②食品中のシアゾフアミドの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：石原産業株式会社

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

受取の有無：口有り ば無し
当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

ロ ーその他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

該当の有無：口

該当の有無：口

 有り

 有り

E
f  無し

 無し



③食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：B A S F ジャパン株式会計
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

受取の有無：口有り ¢ 1 無し
当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

 πその他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

0 " 無し
s / 無し

④食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：住友化学株式会社

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

    口令和3 年度   
【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

 π その他（

受取の有無：口有り s z f 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

口研究契約金

口 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

ぜ無し
S i 無し

⑤食品中のベンゾビンジフルピルの残留基準の設定について

企業者£ ¢ 一請企業等）：シンジェンタジヤノ\ ・ン秩式会社
寄付金- 契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

   口令和3 年度  ー
【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

   口 その他（

受取の有無：口有り E f 無し
当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

口研究契約金

口 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

ゴ無し
M  無し



⑥食品中のホスチアゼートの残留基準の設定について

―該当の有無：口有り

―該当の有無：口有り

―受取の有無：口有り 0  無し

当該年度における受取額

' 口 5 0 万円以下
- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

⑦食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等) : 日本藤巷秩式会計

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

)

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

一受取の有無：口有り 材無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

   ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有り 無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り a  無し

  「特記事項 1

  口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

企業名（申請企業等）：石原産業株式会社

し
し

無
無


















